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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 12月 12日 (2006.12.12)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 担 体 に 結 合 し た 物 質 を 血 液 脳 関 門 を 通 過 し て 輸 送 す る た め の 担 体 で あ っ て 、 前 記 担 体 は
、 前 記 物 質 と の 結 合 後 に 血 液 脳 関 門 を 通 過 す る こ と が で き 、 そ れ に よ っ て 前 記 物 質 を 前 記
血 液 脳 関 門 を 通 過 し て 輸 送 す る こ と が で き 、 ア プ ロ チ ニ ン 、 ア プ ロ チ ニ ン の 機 能 性 誘 導 体
、 Angio-pep1お よ び Angio-pep1の 機 能 性 誘 導 体 か ら な る 群 か ら 選 択 さ れ る 担 体 。
【 請 求 項 ２ 】
　 物 質 を 血 液 脳 関 門 を 通 過 し て 輸 送 す る た め の 複 合 体 で あ っ て 、 前 記 複 合 体 が (a)担 体 お
よ び (b)前 記 担 体 と 結 合 す る 物 質 を 含 み 、 前 記 複 合 体 は 前 記 血 液 脳 関 門 を 通 過 す る こ と が
で き 、 そ れ に よ っ て 前 記 物 質 を 前 記 血 液 脳 関 門 を 通 過 し て 輸 送 す る こ と が で き 、 前 記 担 体
が 、 ア プ ロ チ ニ ン 、 ア プ ロ チ ニ ン の 機 能 性 誘 導 体 、 Angio-pep1お よ び Angio-pep1の 機 能 性
誘 導 体 か ら な る 群 か ら 選 択 さ れ る 、 複 合 体 。



【 請 求 項 ３ 】
　 Rが L-Mと の 結 合 後 に 前 記 血 液 脳 関 門 を 通 過 す る こ と が で き 、 そ れ に よ っ て 前 記 血 液 脳 関
門 を 通 過 し て Mを 輸 送 す る こ と が で き る 担 体 で あ り 、 Lが 連 結 基 ま た は 化 学 結 合 で あ り 、 M
が 、 薬 剤 、 医 薬 品 、 タ ン パ ク 質 、 ペ プ チ ド 、 酵 素 、 抗 生 物 質 、 抗 癌 剤 、 中 枢 神 経 系 の レ ベ
ル で 活 性 が あ る 分 子 、 放 射 性 イ メ ー ジ ン グ 剤 、 抗 体 、 細 胞 毒 素 、 検 出 可 能 な 標 識 お よ び 抗
血 管 新 生 化 合 物 か ら な る 群 か ら 選 択 さ れ る 物 質 で あ る 、 Mを 血 液 脳 関 門 を 通 過 し て 輸 送 す
る た め の 、 式 R-L-Mの 複 合 体 、 ま た は 薬 剤 と し て 許 容 さ れ る そ の 塩 で あ っ て 、 前 記 担 体 が
、 ア プ ロ チ ニ ン 、 ア プ ロ チ ニ ン の 機 能 性 誘 導 体 、 Angio-pep1お よ び Angio-pep1の 機 能 性 誘
導 体 か ら な る 群 か ら 選 択 さ れ る 、 複 合 体 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 検 出 可 能 な 標 識 が 、 放 射 性 標 識 、 緑 色 蛍 光 タ ン パ ク 質 、 ヒ ス タ グ タ ン パ ク 質 お よ び
β -ガ ラ ク ト シ ダ ー ゼ か ら な る 群 か ら 選 択 さ れ る 、 請 求 項 3に 記 載 の 複 合 体 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 物 質 が 160,000ダ ル ト ン の 最 大 分 子 量 を 有 す る 、 請 求 項 3に 記 載 の 複 合 体 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 輸 送 が 、 受 容 体 介 在 型 ト ラ ン ス サ イ ト ー シ ス ま た は 吸 着 介 在 型 ト ラ ン ス サ イ ト ー シ
ス に よ っ て 実 施 さ れ る 、 請 求 項 3に 記 載 の 複 合 体 。
【 請 求 項 ７ 】
　 Mが 神 経 性 疾 患 を 治 療 す る の に 有 用 な 物 質 で あ る 、 請 求 項 3に 記 載 の 複 合 体 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 神 経 性 疾 患 が 、 脳 腫 瘍 、 脳 転 移 、 統 合 失 調 症 、 て ん か ん 、 ア ル ツ ハ イ マ ー 病 、 パ ー
キ ン ソ ン 病 、 ハ ン チ ン グ ト ン 病 、 脳 卒 中 お よ び 血 液 脳 関 門 に 関 連 す る 機 能 不 全 疾 患 か ら な
る 群 か ら 選 択 さ れ る 、 請 求 項 7に 記 載 の 複 合 体 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 血 液 脳 関 門 に 関 連 す る 機 能 不 全 疾 患 が 肥 満 症 で あ る 、 請 求 項 8に 記 載 の 複 合 体 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 少 な く と も 12の ア ミ ノ 酸 の ア プ ロ チ ニ ン 断 片 ま た は そ の 機 能 性 誘 導 体 で あ っ て 、 前 記 ア
プ ロ チ ニ ン 断 片 ま た は 誘 導 体 が 、 そ れ に 結 合 し た 物 質 を 血 液 脳 関 門 を 通 過 し て 輸 送 す る こ
と が で き 、 以 下 の も の ：
ａ ） 配 列 番 号 1；
ｂ ） 配 列 番 号 3； 及 び
ｃ ） 配 列 番 号 3の 7位 の ア ミ ノ 酸 で フ ェ ニ ル ア ラ ニ ン 、 配 列 番 号 3の 13位 の ア ミ ノ 酸 で グ リ
シ ン 、 配 列 番 号 3の 20位 の ア ミ ノ 酸 で ト レ オ ニ ン 、 配 列 番 号 3の 21位 の ア ミ ノ 酸 で グ ル タ ミ
ン 酸 、 及 び 配 列 番 号 3の Ｃ 末 端 で チ ロ シ ン を 有 す る 、 配 列 番 号 3の 少 な く と も 12の ア ミ ノ 酸
の ア ミ ノ 酸 配 列
か ら な る 群 か ら 選 択 さ れ る ア ミ ノ 酸 配 列 を 含 む ア プ ロ チ ニ ン 断 片 ま た は そ の 機 能 性 誘 導 体
。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 断 片 ま た は 機 能 性 誘 導 体 が 配 列 番 号 4よ り な る 、 請 求 項 10に 記 載 の ア プ ロ チ ニ ン 断
片 ま た は 機 能 性 誘 導 体 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 ａ ． 請 求 項 10ま た は 11に 記 載 の ア プ ロ チ ニ ン 断 片 ま た は 機 能 性 誘 導 体 か ら な る 群 か ら 選
択 さ れ る 担 体 ； 及 び
ｂ .前 記 担 体 に 結 合 し た 物 質
を 含 む 複 合 体 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 ａ ． ア プ ロ チ ニ ン ； 及 び
ｂ ． 物 質
を 含 む 、 物 質 を 血 液 脳 関 門 を 通 過 し て 輸 送 す る た め の 複 合 体 で あ っ て 、 前 記 物 質 が ア プ ロ
チ ニ ン に 結 合 し て お り 、 前 記 複 合 体 が 前 記 血 液 脳 関 門 を 通 過 す る こ と が で き 、 そ れ に よ っ

(2) JP 2006-515363 A5 2007.2.8



て 前 記 物 質 を 前 記 血 液 脳 関 門 を 通 過 し て 輸 送 す る こ と が で き る 複 合 体 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 輸 送 が 血 液 脳 関 門 の 完 全 性 に 影 響 を 与 え な い 、 請 求 項 12ま た は 13に 記 載 の 複 合 体 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 物 質 が 、 薬 剤 、 医 薬 品 、 タ ン パ ク 質 、 ペ プ チ ド 、 酵 素 、 抗 生 物 質 、 抗 癌 剤 、 中 枢 神
経 系 の レ ベ ル で 活 性 が あ る 分 子 、 放 射 性 イ メ ー ジ ン グ 剤 、 抗 体 、 細 胞 毒 素 、 検 出 可 能 な 標
識 お よ び 抗 血 管 新 生 化 合 物 か ら な る 群 か ら 選 択 さ れ る 、 請 求 項 12ま た は 13に 記 載 の 複 合 体
。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 抗 癌 剤 が パ ク リ タ ク セ ル で あ る 、 請 求 項 15に 記 載 の 複 合 体 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 検 出 可 能 な 標 識 が 、 放 射 性 標 識 、 緑 色 蛍 光 タ ン パ ク 質 、 ヒ ス タ グ タ ン パ ク 質 お よ び
β -ガ ラ ク ト シ ダ ー ゼ か ら な る 群 か ら 選 択 さ れ る 、 請 求 項 15に 記 載 の 複 合 体 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 前 記 物 質 が 160,000ダ ル ト ン の 最 大 分 子 量 を 有 す る 、 請 求 項 12ま た は 13に 記 載 の 複 合 体
。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 前 記 輸 送 が 、 受 容 体 介 在 型 ト ラ ン ス サ イ ト ー シ ス ま た は 吸 着 介 在 型 ト ラ ン ス サ イ ト ー シ
ス に よ っ て 実 施 さ れ る 、 請 求 項 12ま た は 13に 記 載 の 複 合 体 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 神 経 性 疾 患 の 治 療 に お い て 使 用 す る た め の 、 請 求 項 12ま た は 13に 記 載 の 複 合 体 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 前 記 神 経 性 疾 患 が 、 脳 腫 瘍 、 脳 転 移 、 統 合 失 調 症 、 て ん か ん 、 ア ル ツ ハ イ マ ー 病 、 パ ー
キ ン ソ ン 病 、 ハ ン チ ン グ ト ン 病 、 脳 卒 中 お よ び 血 液 脳 関 門 に 関 連 す る 機 能 不 全 疾 患 か ら な
る 群 か ら 選 択 さ れ る 、 請 求 項 20に 記 載 の 複 合 体 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
　 前 記 血 液 脳 関 門 に 関 連 す る 機 能 不 全 疾 患 が 肥 満 症 で あ る 、 請 求 項 21に 記 載 の 複 合 体 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
　 前 記 輸 送 が 、 個 体 の 中 枢 神 経 系 (CNS)へ の 前 記 物 質 の 送 達 を も た ら す 、 請 求 項 12ま た は 1
3に 記 載 の 複 合 体 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
　 前 記 物 質 が 、 血 液 脳 関 門 を 通 過 す る 輸 送 後 に 前 記 担 体 か ら 放 出 可 能 で あ る 、 請 求 項 12ま
た は 13に 記 載 の 複 合 体 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
　 前 記 物 質 が 、 血 液 脳 関 門 を 通 過 す る 輸 送 後 に 前 記 担 体 か ら 放 出 さ れ る 、 請 求 項 12ま た は
13に 記 載 の 複 合 体 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
　 薬 剤 と し て 許 容 さ れ る 賦 形 剤 と 共 に 請 求 項 10ま た は 11に 記 載 の ア プ ロ チ ニ ン 断 片 ま た は
機 能 性 誘 導 体 を 含 む 薬 剤 組 成 物 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
　 個 体 の CNSへ 物 質 を 送 達 す る た め の 薬 剤 組 成 物 で あ っ て 、 薬 剤 と し て 許 容 さ れ る 賦 形 剤
と 共 に 請 求 項 2か ら 9ま た は 12か ら 25の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 複 合 体 を 含 む 、 薬 剤 組 成 物 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
　 物 質 を 血 液 脳 関 門 を 通 過 し て 輸 送 す る た め の 薬 剤 組 成 物 で あ っ て 、 薬 剤 と し て 許 容 さ れ
る 賦 形 剤 と 共 に 請 求 項 2か ら 9ま た は 12か ら 25の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 複 合 体 を 含 む 、 薬 剤
組 成 物 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
　 神 経 性 疾 患 を 治 療 す る た め の 薬 剤 組 成 物 で あ っ て 、 薬 剤 と し て 許 容 さ れ る 賦 形 剤 と 共 に
請 求 項 2か ら 9ま た は 12か ら 25の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 複 合 体 を 含 む 、 薬 剤 組 成 物 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
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　 物 質 を 血 液 脳 関 門 を 通 過 し て 輸 送 す る た め の 医 薬 品 を 製 造 す る 際 の 、 ア プ ロ チ ニ ン 、 請
求 項 10ま た は 11に 記 載 の ア プ ロ チ ニ ン 断 片 ま た は 機 能 性 誘 導 体 、 あ る い は 請 求 項 2か ら 9ま
た は 12か ら 25の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 複 合 体 の 使 用 。
【 請 求 項 ３ １ 】
　 個 体 の CNSへ 物 質 を 送 達 す る た め の 医 薬 品 を 製 造 す る 際 の 、 ア プ ロ チ ニ ン 、 請 求 項 10ま
た は 11に 記 載 の ア プ ロ チ ニ ン 断 片 ま た は 機 能 性 誘 導 体 、 あ る い は 請 求 項 2か ら 9ま た は 12か
ら 25の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 複 合 体 の 使 用 。
【 請 求 項 ３ ２ 】
　 神 経 性 疾 患 を 治 療 す る た め の 医 薬 品 を 製 造 す る 際 の 、 ア プ ロ チ ニ ン 、 請 求 項 10ま た は 11
に 記 載 の ア プ ロ チ ニ ン 断 片 ま た は 機 能 性 誘 導 体 、 あ る い は 請 求 項 2か ら 9ま た は 12か ら 25の
い ず れ か 一 項 に 記 載 の 複 合 体 の 使 用 。
【 請 求 項 ３ ３ 】
　 前 記 神 経 性 疾 患 が 、 脳 腫 瘍 、 脳 転 移 、 統 合 失 調 症 、 て ん か ん 、 ア ル ツ ハ イ マ ー 病 、 パ ー
キ ン ソ ン 病 、 ハ ン チ ン グ ト ン 病 、 脳 卒 中 お よ び 血 液 脳 関 門 に 関 連 す る 機 能 不 全 疾 患 か ら な
る 群 か ら 選 択 さ れ る 、 請 求 項 32に 記 載 の 使 用 。
【 請 求 項 ３ ４ 】
　 前 記 血 液 脳 関 門 に 関 連 す る 機 能 不 全 疾 患 が 肥 満 症 で あ る 、 請 求 項 33に 記 載 の 使 用 。
【 請 求 項 ３ ５ 】
　 結 合 し た 物 質 を 血 液 脳 関 門 を 通 過 し て 輸 送 す る た め の 、 ア プ ロ チ ニ ン 、 請 求 項 10ま た は
11に 記 載 の ア プ ロ チ ニ ン 断 片 ま た は 機 能 性 誘 導 体 、 あ る い は 請 求 項 2か ら 9ま た は 12か ら 25
の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 複 合 体 の 使 用 。
【 請 求 項 ３ ６ 】
　 個 体 の 神 経 性 疾 患 を 治 療 す る た め の 、 ア プ ロ チ ニ ン 、 請 求 項 10ま た は 11に 記 載 の ア プ ロ
チ ニ ン 断 片 ま た は 機 能 性 誘 導 体 、 あ る い は 請 求 項 2か ら 9ま た は 12か ら 25の い ず れ か 一 項 に
記 載 の 複 合 体 の 使 用 。
【 請 求 項 ３ ７ 】
　 個 体 の 中 枢 神 経 系 疾 患 を 治 療 す る た め の 、 ア プ ロ チ ニ ン 、 請 求 項 10ま た は 11に 記 載 の ア
プ ロ チ ニ ン 断 片 ま た は 機 能 性 誘 導 体 、 あ る い は 請 求 項 2か ら 9ま た は 12か ら 25の い ず れ か 一
項 に 記 載 の 複 合 体 の 使 用 。

(4) JP 2006-515363 A5 2007.2.8


	header
	written-amendment

